
平成２５年１１月２２日

東 北 森 林 管 理 局

指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び業者の住所

株式会社 福山コンサルタント

福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８

２．指名停止措置期間

平成２５年１１月２２日から平成２６年２月２１日まで（３ヶ月）

３．指名停止措置の範囲

東北森林管理局管内

４．事 実 概 要：

株式会社福山コンサルタントは、東北方整備局仙台河川国道事務所発注の「本

吉気仙沼道路計画設計業務」において、鉛直土圧係数の数値を誤って設計を実

施したため、当該設計を基に施工されたボックスカルバートの頂版、底版の支

間部及び側壁の隅角部で、コンクリートと鉄筋が許容応力度を超過する結果と

なり、縦断方向のひび割れが発生した。このことにより、東北地方整備局から

「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の

取扱いについて」により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」

（以下「同要領」という。）及び「地方整備局（港湾・空港関係）所掌の工事請

負契約に係る指名停止等の措置要領」それぞれの別表第１第２号（過失による

粗雑工事）に該当する。また、物品等の調達契約に関し「国土交通省所管の物

品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」により、同要領の別表同号

を準用して適用する。として、３ヶ月間の指名停止を受けている。

５．指名停止措置理由：

上記のことは、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」別表第２

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準第１６号（不正又は不誠実な行為）に該

当し、契約相手方として不適当と認められるため、本件については３ヶ月の指

名停止措置とするものである。

〈工事請負契約指名停止等措置要領の制定について〉

別表第２ 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措 置 要 件

（不正又は不誠実な行為）

１６ 別表第１及び前各号に揚げる場合のほか業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請

負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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